
人権・平和部会 
 

Ⅰ．研究概要 

 

 １．研究課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２．研究内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３．研究方法 

 

 

「共に生き、平和な社会を創り上げる力を育む教育はどうあればよいか」 

【研究内容①】 
教科における 
平和教育の実践と教

育課程への位置づけ 

【研究内容②】 
教科外における 
平和教育の実践と教

育課程への位置づけ 

【研究内容③】 
平和教育の情勢の分析と今日的な課題 

【研究内容④】 
民族・人権・共生教育の実践と今日的な課題 
・アイヌ民族 ・人権教育 
・男女共同参画 ・子どもの権利条約 
・バリアフリー ・インクルージョン 
・ノーマライゼーション ・福祉 
・少数民族 ・労働者の人権 
・しょうがい者の人権 ・ＬＧＢＴ 

（１）どのように平和教育を位置づけ、実践 

していくのか 

（２）どのように人権・共生教育を位置づけ、

実践していくのか 

(１)交流計画 

  部会員個々で実践を積み、研究協議会当日は全体会でのレポート交流と分科会討議（各部会員の 

実践レポートの交流） 

 

(２)分科会構成 

  管内１ブロックで研究内容に沿って分科会を構成し、研究成果の交流を行う。（会場：石狩教育研修 

センター） 

 



Ⅱ．実践研究の経過と成果 

 

１． 実践研究の経過 

 （１）部会役員研修会による研究経過 

    ５月 ８日   部会役員研修会 

                ・・・今年度の方向性についての確認 

    ５月１９日   部会役員研修会 

                ・・・課題部会研究協議会に向けての準備 

実技研修会の計画と具体的準備 

    ６月      部会情報発行 

                ・・・課題部会研究協議会に向けて・実技研修会の案内 

    ７月２８日   理論研修会 

                ・・・『原爆を考える』 

講師：松本 郁子氏（北海道被爆者協会 理事） 

場所：広島・長崎原爆資料館（札幌市白石区平和通 17丁目） 

    ８月１６日   拡大役員研修会 

                ・・・研究協議会開催について・討議の柱の確認・分科会の進め方 

    ９月 ５日   管内研究協議会 

                ・・・全体会・研修会報告・レポート発表を主とした交流 

            部会役員研修会 

                ・・・研究協議会の反省 

   １０月１７日    部会役員研修会 

                ・・・今年度の研究のまとめと次年度に向けて 

    

  （２）部会役員研修会での研究成果 

    ・研究課題の明確化 
    ・理論・実技研修会の持ち方、内容の検討 
    ・研究協議会に向けての方向性の意思統一、討議の柱の確認、分科会の進め方 
     
 
２．課題部会研究協議会での交流 

   研究協議会では、全体会での研修会報告、分科会で個人レポートの交流を行う。実践交流のほか、情報交

流、学習など幅広い内容で交流を行う。 
 

 （１）課題部会研究協議会での協議内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

討議の柱１ 

どのように平和教

育を位置づけ、実践し

ていくのか 

 

（１）実践の紹介 

  ①小学校での実践 
  ・平和都市宣言に関わるとりくみ 
  ・学芸発表会の劇を通しての学習 
  ・平和を考える全校集会の実施 
  ・戦争体験者の講話 
  ・インターネットサイトを利用 
  ・道徳の時間でのとりくみ 
  ・憲法の学習 
 



  ・図書館の本から資料を作成 
  ・ユネスコ憲章から学ぶ 
  ・国語の教材を通しての平和学習 
  ②中学校での実践 
  ・全校道徳を活用した平和教育 
  ・新聞記事を活用しての実践 
  ・教科(国語・社会・英語)における実践 
  ・旅行的行事での訪問・見学を通して 
  ・全校集会でのとりくみ 
  ・司書教諭との連携 
 
（２）討議の内容 

  ①教師の考えを押しつけるのではなく様々な情報を提供した上で 
子どもたち自身に判断させることが大切。 

②発達段階に応じて伝え、積み重ねていくことが大切である。 
  ③様々な歴史に触れることが子どもの未来につながる。 
  ④教育課程に位置付けて実践を継続していく。 
  ⑤学校全体での理解ととりくみが必要。 

複数で連携したとりくみを。 
  ⑥戦争体験者の言葉には重みがあり、子ど 

もたちの心に響く。 
  ⑦他校の実践を参考にする 

～戦争の実体験を語る講師の紹介、 
実践の資料を積み重ねる 

  

（１）実践の紹介 

  ①小学校での実践 
  ・インクルーシブ教育について（日本語指導担当教諭として） 
  ・総合的な学習・道徳におけるアイヌ文化学習 
  ・いじめについて考える全校集会 
  ・｢健康診断｣から子どもの人権を考える 
  ②中学校での実践 
  ・ＬＧＢＴと人権教育 
  ・社会科における人権教育 
  ・特別支援学級での交流、体験活動について 
 
（２）討議の内容 

  ①人権・共生について、歴史的事実を伝え 
ながらも、現在を生きる子どもたちの 
発達段階を考え指導していく必要がある。 

  ②人権・共生については日常様々な場面に 
結びついているので、教師がアンテナを 
張って取り上げることが重要。 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

討議の柱２ 

どのように人権・共

生教育を位置づけ、実

践していくか 

 



Ⅲ．講演会（理論研修会） 

１．講演会（理論研修会）の内容 
（１）目 的 

今日的な課題に関わる研修会を実施することにより、様々な教育課題に適切に 
対応できる能力の向上を図る。本研修は、被爆体験を持つ方の話を聴くことにより 
人権教育・平和教育を実践するための視点を養うことを目的とする。 
 

（２）研修会テーマ 『原爆について考える』  
 
（３）開催期日  ２０１７年 ７月２８日（金） 
 
（４）講 師   北海道被爆者協会 理事 松本 郁子 氏 
 

 （５）会 場   広島・長崎原爆資料展示館 
         （札幌市白石区平和通１７丁目） 

           
（６）概 要 
   ①広島・長崎原爆資料館見学 
     展示室内を個々に見学した。原爆直後の街や被爆者の方を写したパネル、原爆の熱風でくっついた硬貨

や屋根瓦の実物など、原爆の悲惨さを実感できる貴重な資料が展示されている。 
   ②ＤＶＤ視聴 
    Ⅰ．『原爆投下１０秒後の衝撃』（千歳第二小学校 渓口先生提供） 
     ～資料をもとに原爆投下１０秒後の様子をＣＧを使って再現したＤＶＤ。 
    Ⅱ．『人間をかえせ』 
     ～爆心地１．４kmで被爆した方の証言やアメリカによる原爆被害のデータを映像化したＤＶＤ。 
   ③松本郁子氏による被爆体験の講話 
     広島の爆心地から２kmのところに住んでいた松本さん。彼女が８月６日の朝に経験をした悲惨な出来事、

その後から現在までの大変な実体験を赤裸々に語ってくださった。被爆によって発症した病気（妹さんの
白血病、自身の副甲状腺腫瘍）について、日本の政治情勢についての思いなども伺うことができた。 

 
 ２．理論研修会の成果 

１６名の部会員が参加をし、「被爆者の方の実体験を聞く機会はなかなかないので、貴重な機会になった」「日
常のすぐとなりに戦争があったことが伝わった」「次年度も北海道にある平和学習のできる場所を訪れてみた
い」などと好評であった。被爆体験された方の生の声は、活字ではあらわす事のできないものであり、その「切
なる思い」が参加者全員に伝わったかと思う。戦後７２年が経った今だからこそ「何が大切で、何を教えてい
くべきか」をしっかり見据えて、子ども達に伝えていくことを再確認する機会となった。 

  
Ⅳ．部会研究の成果と課題 
 １．成果 
  （１） 石教研課題部会研究協議会は教師の実践の交流・情報交換ができ、とても貴重な時間となっている。 
  （２） 小中での人権・平和教育の在り方を交流できるとても貴重な機会となっている。 
  （３） 私たちが正しい情報を得て学び合い、その情報を子どもたちに伝えることで、子どもたちの知識や理

解が深まり、適切な判断力につながった。 
  （４） 各部員の問題意識が高いため、レポートの本数が多く、内容が多様で充実している。 
  （５） 講師の方のご協力により、理論研修会が充実したものとなった。 
  （６） 役員研修会などを事前に開催し、部会役員と司会・記録者が話し合い、討議の内容と分科会の進め方

を明確にしたり、焦点化したりすることで、活発な議論が行われた。 
  
２．課題 

  （１） 内容がマンネリ化しないよう、子どもの実態や特性等に合わせて実践をすすめる。 
  （２） 実践が単発に終わってしまうのではなく、系統立てて継続的に行う。 

（３） 多くの学校で平和教育を教育課程や道徳に位置づけたり、平和集会など全校的な活動を行ったりでき
るように、条件整備を進めるための手立てを共有していく。 

  （４） 個人で実践を行うのではなく、職場内の共通理解・協働体制で実践を積み上げていく。 
（５） 私たちが色々な情報に対して知識や理解を深め、子どもたちに伝えていくことが大切である。 

  （６） 平和教育においては、戦争の恐ろしさや悲しさを伝えるだけでなく、どう生きるのか批判力をどう育
てるのかを観点においた実践も深めていくことが大切である。 

  （文責 小笠原 晴美） 


